
　　　　　前橋市大手町1丁目1番1号

電話 027

3 年 6 月 7 日

3 年 7 月 6 日

○ 受付にこられた方は本人確認のため、運転免許証等法令に基づいて発行される身分証明書等をご提示ください。

○ 桐生市に住民登録のある同一世帯の親族以外の代理人が申請される場合は、委任状が必要です（所在証明・地籍図を除く)。

なお、委任状は、必ず委任する人（頼む人）が自書・押印してください。

〇法人の申請には代表者印押印済の委任状が必要です。窓口にこられた方が法人代表者の場合も委任状をお持ちください。

○ 生活保護受給者の方は、手数料が免除されますので、お申し出ください。

○ 該当者が亡くなられている場合は、死亡及び相続関係のわかる戸籍等の提示が必要な場合があります。

1 課税（非課税）証明 1 通 1 納税証明 2 通 1 評価証明 1 通
2 所得証明 通 市・県民税（　1　）  法人市民税（　　） ● 2 評価証明（登記用） 通

● 3 申告書の写し 通 固定資産税（　1　） 軽自動車税（　　） 3 公課証明 通
4 所在証明 通 国民健康保険税（　　） 4 資産証明 通

● 2 軽自動車　車検用納税証明 通 5 無資産証明 通
6 地籍図 通

3 完納証明 通 7 課税台帳閲覧（名寄帳） 通

4 滞納処分を受けたことがない証明 8 切絵図、旧地籍図 通

通 9 分筆申告書　閲覧

・公益認定申請等 （3年） 通 ● 10 固定資産税路線価・標準宅地単価　閲覧

● 5 国民健康保険税額確認書 通 11 その他（ ）

（　宛　 先　） 桐　生　市　長

（　代理人　） 住　　　所

氏　　　名

(　委任者　）
住　　　所
( 所在地 )

氏　　　名
( 法人名 ・
代表者名 )

生年月日

電話番号

手数料 350円× 件　　ﾚｼﾞNo.

150円× 件　　預り金 円

□　〆後 　100円× 件　　　計 円

※№3は税務課市民税担当で承ります。
(ただし、支所で申告した方は支所に申請して
ください。)

（□左に同じ）

　桐生市織姫町1番1号

　織姫　太郎

電話

氏　　名
(法人名・
代表者名)

※課税(非課税)証明は、所得や税額、控除額
など証明できるすべての情報が記載されます。

※所得証明は所得情報のみ記載されます。
(税額や控除額は記載されません。)

住　　所

（　231　） 1111
0277 (   46    ) 1111フリガナ 　キリュウ　ハナコ

□免許証　　□在留ｶｰﾄﾞ　 □ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ　　□身障者手帳
□保険証　　□聴取　　　　□その他（　　　　　　　）（　　　　　　　）

 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令

織姫　太郎 印

明　・　大　・　昭　・　平　・　令　　　　３　　年　　　７　月　　　６　　日

0277-46-1111
　　　　※委任者が法人の場合は、法務局に登録のある代表者印を押印してください。
　　　　　　シャチハタのようなゴム印は、使用しないでください。

該当する証明等の番号に「○」を付け、必要通数をご記入ください。なお、番号の前に「●」印のついた証明等は、無料です。

□ 車検証(車両番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

氏　　名 　桐生　花子
　オリヒメ　タロウ

係
使
用
欄

 1　本人（該当者住所、氏名等の記入は不要です。）
 2  同一世帯の親族（続柄　　　　　　　　　　　　　    　 　　　）
 3　納税管理人　4　相続人(続柄　　　　　　　　　　　　　　　）
 5　その他 ⇒委任状等の提出が必要です。

フリガナ

住　所
(所在地)

・酒税販売業許可申請 （2年）

本人確認欄

委　　　任　　　状
令和　　　８　年　　４　月　　　1　日

前橋市大手町１丁目１番１号

桐生　花子

私は、上記の者を代理人に選任し、上記税証明の交付申請及び受領の権限を委任します。

桐生市織姫町1番1号

交付確認

令和　　　　８　　　年度
（使用目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 法人市民税（事業年度　　　年　　月　　日～　　　年　　月　　日）

↑

資
産
が
多
い
場
合
は

「
別
紙
の
と
お
り

」
と
記
入
し
別
紙
を
つ
け
て
い
た
だ
く

か

、

「
裏
面
の
と
お
り

」
と
記
入
し
裏
面
に
お
書
き
く
だ
さ
い

。

必要な資産　□全資産（土地・家屋）　□一部資産(以下に記入してください。)　□償却資産 ※№２は、前橋地方法務局桐生支局より発行される
「評価証明書交付依頼書」が必要になります。土地

桐生市    梅田町一丁目　字〇〇　１００－１、－２、１０１
家屋 ※ №7は、税務課資産税担当、新里支所市民生活

課及び黒保根支所市民生活課で承ります。土地
桐生市

家屋 ※ №8～11は、税務課資産税担当で承ります。

税 証 明 交 付 申 請 書 令和　８　年　　４　月　　１日（宛先） 桐　生　市　長

太
線
の
中
を
記
入

(

自
書

)

し
て
く
だ
さ
い

。

申請者(受付にこられた方） 該当者（どなたの証明が必要ですか)

生年月日

生年月日  明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令

証明が
必要な方
との関係

①　所得・課税などの証明等 ②　納  税  証  明　等 ③　土地・家屋などの証明等

令和　　８　年度（令和　７　年分） 令和　　　　８　　　年度

織
姫

✔


